
 
 

 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）高度地区の計画書の規定による特例許

可の手続に関する条例（以下「条例」という。）第５条第２項の規定による届出がありまし

たので、条例第６条の規定により、次のとおり公告するとともに、建築計画の概要を記載

した書面（以下「概要書」という。）を縦覧に供します。 

 なお、条例第８条第１項の規定により、概要書の内容について、良好な都市景観の形成

及び市街地の環境の整備を図る見地からの意見書を次の６のとおり提出することができま

す。 

  令和６年５月２７日 

京都市長 松井 孝治 

 

１ 特定建築主の氏名及び住所 

  医療法人財団今井会足立病院 

  理事長 畑山 博 

  京都市中京区間之町通押小路上ル鍵屋町４８１ 

２ 建築計画に係る敷地の地名、地番及び面積 

  京都市中京区間之町通二条下る鍵屋町４８１番 

  １０７１．１２平方メートル 

３ 申請建築物の主な用途及び最高の高さ 

  病院 

  ２１．３０メートル 

４ 縦覧場所 

  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

  京都市都市計画局都市景観部景観政策課都市デザイン担当 

５ 縦覧期間及び時間 

令和６年５月２７日から令和６年６月１６日まで（ただし、土曜日、日曜日及び休日

を除く。） 

午前８時４５分から午後５時３０分まで（ただし、正午から午後１時までを除く。） 

６ 条例第８条第１項に規定する意見書の提出期限及び提出先 

  令和６年５月２７日から令和６年６月２３日まで 

  〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 



 
 

  京都市都市計画局都市景観部景観政策課都市デザイン担当 

（都市計画局都市景観部景観政策課） 


